
○ 濃厚接触者の自宅待機期間の変更について 

 濃厚接触者の自宅待機期間を、国及び神奈川県の方針に従い次のとおりに変更いたします。 

  

                   

 

 

 

 

 

 変更後の濃厚接触者のそれぞれの待機期間（抗原定性検査実施の場合は自費扱いとなります） 

日数 ０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 

濃厚 

接触者 

最終 

接触 

不要不急の外出自粛 解除  

不要不急の

外出自粛 
検査 

検査 

両日陰性

解除 

検温等で健康観察実施 

 ※すでに濃厚接触者に特定され、自宅待機している方にも適用されます。 

項目 変更前 変更後 

自宅待機期間 ７日間（８日目解除） ５日間（６日目解除） 

抗原定性検査実施 

４日目及び５日目に実施し、 

両日とも陰性の場合、５日目

より解除可能。 

２日目及び３日目に実施し、 

両日とも陰性の場合、３日目

より解除可能。 


